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校長 滝沢 裕之 

今年度、真砂第五小学校に10名の教職員とともに赴任してまいりました、滝沢裕之と申します。前

任の冨井陽子校長の学校運営を引き継ぎ、あたたかな学校、子供たちの笑顔があふれる「あったかハー

ト」な学校にするために努めていきたいと思います。どうぞ変わらぬ学校へのご理解・ご協力をよろし

くお願いいたします。 

花壇も色とりどりの花が咲き始め、桜も満開となりました。子供たちは進級した喜びに目をキラキラ

と輝かせて登校してきました。令和８年度は10日に入学する1年生２２名を加え、児童数１３７人で

のスタートとなります。 

学校教育目標は引き続き「互いに認め合い、ともに成長する子供の育成」とし、【あわせる つづけ

る つなげる】の３つのキーワードで学校教育を進めてまいります。「あわせる」とは自分の思いだけ

でなく相手の思いも理解しながら、考えを深めていくこと。「つづける」とは自分から関心をもち粘り

強く、よりよい答えを導き出すこと。「つなげる」とは、みんなと協力し、さらにチャレンジをしてい

くこと。一人一人が個性を伸ばし、他者と関わりあって成長していってほしい、変化の激しいこれから

の未来をたくましく切り拓いていける人になってほしいと願っています。 

始業式では、３つのキーワード「あわせる」「つづける」「つなげる」について話をしました。自分

を大切にして、他者も大切にすることができ、目標に向かって進むことができるように私達教職員が支

援していきます。「あったかハート」を合言葉に、保護者・地域の皆さんと手を携えて、子供たちの明

るい学校生活を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 ○来校の手順について ※安全管理の観点から、本校へご来校の折には、次の手順でご協力をお願いしています。 

①職員玄関より入り、事務室で受け付けをしてください。 

②校舎内では、保護者用の名札を着用してください。 

③用件終了後は再び事務室に戻り、用件終了を伝え、玄関より退出してください。 
 
○生命（いのち）の安全教育月間について 

   千葉市では、子どもたちが性暴力の加害者や被害者、傍観者にならないよう、教育・啓発活動の充実等を進

めています。その取組の一つとして、毎年4月を「生命（いのち）の安全教育月間」とし、生命の尊さやすば

らしさ、自分を尊重し大事にすること（被害者にならない）、相手を尊重し大事にすること（加害者にならな

い）、一人一人が大事な存在であること（傍観者にならない）を学ぶこととしています。本校でも学習や行事

の中で、生命の尊さや大切さについて、計画的に指導していきます。ご理解ご協力をお願いいたします。 
 

○体育の学習時の服装について 

   体育の学習では、体操服、紅白帽子を着用することを基本とします。体操服、紅白帽子を忘れた場合、動き

やすい服装の用意（着替えなど）があれば、担任の判断で体育学習を行うこともあります。体育の時の服装に

ついて、体操服の下には肌着を着用してください。肌着のほかに半袖・長袖のシャツを着用することもできま

す。また、寒い季節には、体操服の上にはトレーナーを着用できます。ジッパー付きジャージも着用できます

が必ずジッパーを閉めてください。フード付きジャージやネックウォーマーは怪我の恐れがありますので着用

できません。スパッツ・レギンス・タイツ等も着用できます。手袋は運動領域によって着用することもできま

すが、担任の判断になります。髪の長い児童はゴムで結ぶなど安全・清潔に体育学習に取り組めるようにお願

いします。暑い季節には、汗拭きタオルなどもご用意ください。 

  最後に、体操服・紅白帽子の貸し借りはできませんのでご了承ください。紅白帽子を忘れた児童は体育学習

に参加することや休み時間に校庭・体育館に遊びに行くことができませんが、職員室で貸し出しを行いますの

で、借りて体育に参加したり遊びに行ったりすることもできます。借りた場合は、洗って次の日にお返しくだ

さい。 
 
○名札や体操服の購入について 

   真砂第五小の名札と体操服は、マルイ洋品店（稲毛区稲毛東2-4-3 ☎043-243-9881）で取り扱って

います。なお、名札は学校でも購入できます。費用（１個140円）を持参のうえ、職員にお声掛けください。 
  
○学校における合理的配慮の提供について 

 平成２８年４月１日から、公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮は、

子供に合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課さないもので

す。学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）にお申し出ください。 
 

１日(金) ６年こころの劇場（演劇鑑賞）県文化会館 

３日(日) 憲法記念日 

４日(月) みどりの日 

５日(火) こどもの日 

６日(水) 振替休日 

８日(金) 五小の輪あいさつ運動(～15日) 

     ８日：１班 11日：２班 12日：３班 

     13日：４班 14日：５班 15日：６班 

１１日(月) １年５校時日課開始 

１２日(火) １・２年防犯教室 ＳＣ来校日 

１３日(水) 委員会活動 

１４日(木) 方面別集団下校 

１５日(金) 運動会前日準備 

１６日(土) ふれあい運動会 

１７日(日) 運動会予備日 

１８日(月) 振替休業日 

１９日(火) 市教研 ＳＣ来校日 

      ６年租税教室 眼科健診(１年・抽出児) 

２０日(水) １・４年交通安全教室 

６年３Ｄスコリオ検査 

２１日(木) 内科健診(全学年) 

２２日(金) 教職員＋保護者ボランティア プール清掃 

２５日(月) ５・６年いのちを守る教育（救命救急講習） 

２６日(火) ４～６年プール清掃 ＳＣ来校日 

２７日(水) 耳鼻科健診(１・５年) クラブ活動 

２８日(木) ６年校外学習(国会議事堂 他) 

      ３・４年ニッセイワークショップ 

【５月の行事予定】 ※４月の行事予定は、別添の文書をご覧ください。 

【お知らせ・お願い】

  


